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報
告
第
１
号

専
決
処
分
し
た
事
件
の
承
認
に

つ
い
て

　

令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
５
号
）
の
専
決
処
分

で
あ
り
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙

に
要
す
る
経
費
の
補
正
で
歳
入

歳
出
、
１
５
８
２
万
３
千
円
を

追
加
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
１
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
標
茶
町
職

員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

　

社
会
福
祉
法
人
標
茶
町
社
会

福
祉
協
議
会
か
ら
職
員
の
派
遣

要
請
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
え
る

た
め
「
公
益
的
法
人
等
へ
の
一

般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等

に
関
す
る
法
律
」
で
規
定
さ
れ

所
要
事
項
を
定
め
新
た
な
条
例

を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

　

新
規
条
例
の
た
め
総
務
経
済

委
員
会
に
審
査
を
付
託
し
ま
し

た
。

陳
情
第
１
号

磯
分
内
プ
ー
ル
の
存
続
を
求
め

る
陳
情

　

磯
分
内
連
合
振
興
会
よ
り
陳

情
が
提
出
さ
れ
、
厚
生
文
教
委

員
会
に
審
査
を
付
託
し
ま
し

た
。

議
案
第
27
号

令
和
８
年
度
標
茶
町
一
般
会
計

予
算

　

第
１
回
定
例
会
で
提
案
し
、

否
決
と
な
っ
た
議
案
第
19
号
令

和
８
年
度
標
茶
町
一
般
会
計
予

算
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
億
４
０
０
万
円
増
額
修
正
し

総
額
１
１
０
億
２
５
０
０
万
円

と
す
る
も
の
で
全
会
一
致
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

臨時会・総括質疑

と
ご
と
く
否
定
さ
れ
て
き
ま
し

た
。

　

私
は
こ
の
新
年
度
予
算
案
を

つ
く
る
た
め
に
職
員
の
み
な
さ

ん
が
非
常
に
努
力
さ
れ
て
き
た

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
町
長
の

執
行
方
針
の
中
で
の
財
政
が
厳

し
く
な
っ
た
背
景
を
否
定
す
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
急

速
な
人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化

の
進
行
、
長
引
く
物
価
高
騰
や

社
会
保
障
関
係
費
の
増
加
」
な

ど
同
じ
見
方
を
し
て
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
無
理
な
大
型

の
箱
も
の
を
建
設
す
る
と
き
に

こ
そ
町
民
の
意
見
を
聞
く
と

か
、
事
前
に
議
会
と
議
論
す
る

な
ど
す
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

　

４
月
は
と
り
あ
え
ず
必
要
不

可
欠
な
最
低
限
の
暫
定
的
な
予

算
に
し
て
、
６
月
ま
で
の
間
に

町
民
の
み
な
さ
ん
と
話
し
合
い

を
持
ち
、
方
向
を
定
め
て
い
く

と
い
う
こ
と
を
提
案
し
て
反
対

討
論
と
し
ま
す
。

第
１
回
臨
時
会

第
１
回
臨
時
会

第
１
回
臨
時
会

（１月15日）（１月15日）（１月29日）

第
２
回
臨
時
会

第
２
回
臨
時
会

第
２
回
臨
時
会

（１月15日）（１月15日）（3月23日）

　
　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
制

　
　

度
導
入
時
に
年
収
を
下
げ

な
い
方
針
で
あ
り
、
待
遇
の
改

悪
は
し
な
い
と
答
弁
し
て
い

た
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に
す
る
の

は
業
務
の
見
直
し
の
た
め
と
し

て
い
る
が
、
業
務
の
見
直
し
関

す
る
情
報
収
集
は
「
い
つ
」「
誰

が
」「
ど
の
よ
う
に
」
実
施
し

た
の
か
。
ま
た
、
得
た
情
報
に

基
づ
き
、誰
が
判
断
し
た
の
か
。

各
部
署
ご
と
に
行
っ
た
と
す
れ

ば
、
支
援
員
の
件
で
教
育
委
員

会
が
副
町
長
、
総
務
課
長
と
協

議
し
た
の
は
結
局
、
町
が
あ
ら

か
じ
め
見
直
し
を
決
定
し
、
事

後
処
理
を
任
せ
た
の
で
は
な
い

か
。

　

保
育
園
の
土
曜
日
の
給
食
を

止
め
る
こ
と
は
子
育
て
支
援
の

施
策
と
相
反
す
る
。
会
計
年
度

任
用
職
員
の
一
部
の
パ
ー
ト
タ

イ
ム
化
や
、
高
齢
者
事
業
団
へ

の
補
助
金
削
減
は
福
祉
の
切
り

捨
て
で
あ
る
。
町
長
の
福
祉
と

は
何
か
、
福
祉
に
対
す
る
町
長

の
考
え
を
聞
く
。

　
　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
制

　
　

度
と
し
て
は
、
フ
ル
タ
イ

ム
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
と
も
に
毎

年
給
料
・
時
給
を
見
直
し
、
７

年
間
ま
で
上
が
っ
て
い
く
仕
組

み
と
な
っ
て
い
る
。

　

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が

導
入
さ
れ
て
か
ら
、
庁
舎
内
部

委
員
会
が
配
置
検
討
委
員
会
を

置
き
、
実
態
調
査
を
踏
ま
え
て

報
告
・
上
申
を
受
け
最
終
的
に

町
長
が
判
断
す
る
。

　

標
茶
で
生
ま
れ
安
心
し
て
老

後
ま
で
迎
え
ら
れ
る
政
策
が
福

祉
政
策
と
考
え
る
。

総　

括　

質　

疑

総　

括　

質　

疑

第
２
回　

臨
時
会

問 鈴
木　

裕
美
議
員

標
茶
に
と
っ
て
福
祉
は
重

要
で
あ
る

町
長
の
福
祉
と
は
何
か
、

考
え
を
聞
く

答
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７
年
度
の
予
算
に
は
「
高

　
　

齢
者
事
業
団
運
営
補
助

金
」
と
し
て
、
70
万
円
が
計
上

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
老
人
福

祉
費
の
補
助
金
で
あ
る
。

　

こ
の
財
政
難
の
中
で
、
町
が

発
注
す
る
事
業
が
減
ら
さ
れ
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。
高
齢
者
事

業
団
に
対
す
る
70
万
円
の
補
助

金
は
削
る
べ
き
で
な
い
と
思
う

が
ど
う
か
。

　
　

も
と
も
と
は
道
の
制
度
で

　
　

こ
の
仕
組
み
が
あ
り
、
道

の
補
助
金
が
廃
止
さ
れ
た
と
き

に
多
く
の
自
治
体
で
は
こ
の
制

度
、
補
助
金
が
な
く
な
っ
た
状

況
で
あ
る
。
町
が
単
独
で
補
助

す
る
形
に
切
り
替
え
て
持
続
し

て
き
た
。

　

今
回
、
全
般
的
な
見
直
し
を

契
機
に
こ
の
事
業
を
継
続
す
べ

き
か
ど
う
か
、考
え
た
と
き
に
、

一
区
切
り
つ
け
を
つ
け
る
と
言

う
の
が
大
き
な
理
由
で
あ
る
。

　
　

標
茶
町
は
馬
の
頭
数
が
増

　
　

加
し
つ
つ
あ
り
、
阿
歴
内

市
街
地
に
は
50
年
前
か
ら
引
退

場
を
飼
育
し
て
い
る
牧
場
に
約

60
頭
お
り
、
隣
接
す
る
牧
場
に

は
乗
馬
を
教
え
る
調
教
師
が
本

格
的
に
優
秀
馬
の
開
設
さ
れ
、

年
中
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
。
従
業

員
も
２
名
増
え
、
馬
の
数
も
10

頭
に
な
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

道
東
ホ
ー
ス
タ
ウ
ン
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
事
業
者
に
町
有
馬
の

餌
代
の
他
も
含
め
て
、
８
９
２

万
６
５
０
０
円
が
計
上
さ
れ
て

い
る
。
令
和
８
年
は
９
０
０
万

円
の
運
営
費
の
支
出
を
見
込
ん

で
い
る
。
町
財
政
が
厳
し
い
中

で
、
町
が
観
光
牧
場
の
運
営
を

す
る
こ
と
に
反
対
で
あ
り
、
廃

止
す
べ
き
事
業
で
あ
る
。

　
　

業
務
内
容
に
つ
い
て
は
、

　
　

専
門
性
、
調
整
能
力
が
必

要
。
町
職
員
が
こ
の
業
務
を
担

う
の
は
難
し
い
と
判
断
し
た
。

令
和
８
年
度
に
つ
い
て
も
継
続

し
て
、
合
同
会
社
の
ホ
ー
ス
タ

ウ
ン
リ
ン
ク
、
オ
フ
ィ
ス
ホ
ー

ス
タ
ウ
ン
に
業
務
を
委
託
し
て

い
く
。

　
　

本
町
の
財
政
ひ
っ
迫
の
状

　
　

況
は
、
今
年
度
の
当
初

予
算
案
を
見
て
も
明
白
で
あ
る
。

し
か
し
、
町
民
や
事
業
者
の
ほ

と
ん
ど
は
そ
の
内
容
に
つ
い

て
、
具
体
的
な
こ
と
は
何
一
つ

知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。

　

今
回
、
新
年
度
予
算
が
否
決

さ
れ
た
の
も
町
民
の
不
満
、
不

安
の
結
果
で
あ
る
。

　

町
は
、
今
日
の
財
政
危
機
を

招
い
た
要
因
と
現
在
の
状
況
に

つ
い
て
、
詳
し
く
丁
寧
な
説
明

と
併
せ
て
、
町
民
の
意
見
を
聞

く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
考
え

る
が
ど
う
か
。

　
　

今
後
の
方
向
性
を
あ
る
程

　
　

度
決
め
る
の
で
は
な
く

て
、
選
択
肢
の
方
向
性
を
持
っ

て
説
明
す
る
の
が
町
長
の
立
場

で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

　

説
明
会
は
５
月
頃
の
開
催
を

予
定
し
て
お
り
、
今
後
の
選
択

肢
を
提
案
で
き
る
よ
う
に
努
力

し
て
い
く
。

総括質疑

問 黒
沼　

俊
幸
議
員

高
齢
者
事
業
団
の
運
営
補
助

金
を
カ
ッ
ト
す
べ
き
で
な
い

訪
問
開
拓
員
に
対
す
る
補

助
金
で
あ
る

答

道
東
ホ
ー
ス
タ
ウ
ン
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
は
廃
止
す

べ
き

問

答 今
年
度
も
継
続
し
て
業
務

を
委
託
し
て
い
く

問 深
見　
　

迪
議
員

本
町
の
財
政
危
機
に
つ
い
て
、

直
接
町
民
に
説
明
会
を
行
う

べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か

今
選
択
肢
の
方
向
性
を
持

っ
て
説
明
し
た
い

答

町有馬のトムカント 町有馬のトムカント 

標茶町役場庁舎内２Ｆ標茶町役場庁舎内２Ｆ
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調
査
日
時

　

令
和
７
年
10
月
21
日

調
査
場
所　

　

都
市
・
農
村
公
園

調
査
日
時　
　

　

令
和
８
年
１
月
21
日

調
査
場
所　

　

標
茶
町
役
場
委
員
会
室

１
．
調
査
事
項

　

本
町
の
公
園
施
設
の
現
状
と

課
題
に
つ
い
て

２
．
調
査
の
経
過
と
内
容

　

令
和
７
年
10
月
21
日
視
察
で

は
、
本
町
に
設
置
さ
れ
て
い
る

す
べ
て
の
公
園
25
か
所
に
つ
い

て
視
察
し
、
設
置
目
的
や
利
用

状
況
、
課
題
に
つ
い
て
説
明
を

受
け
た
。

３
．
委
員
会
の
所
見

　

本
町
に
は
標
茶
町
都
市
計
画

審
議
会
条
例
が
あ
り
、
年
１
回

程
度
は
都
市
計
画
審
議
会
が
開

催
さ
れ
て
い
た
が
昨
年
は
行
わ

れ
て
い
な
い
。
都
市
公
園
、
農

村
公
園
に
つ
い
て
も
こ
れ
だ
け

の
課
題
を
抱
え
て
い
る
の
だ
か

ら
、
早
急
に
審
議
会
を
開
催
す

る
べ
き
で
あ
る
。

　

河
川
改
修
の
時
期
に
合
わ
せ

て
、
早
急
に
公
園
の
現
状
を
利

用
状
況
も
含
め
て
調
査
し
、
目

的
や
ニ
ー
ズ
も
含
め
て
方
向
性

を
出
す
べ
き
で
あ
る
。
開
発
の

工
事
中
に
合
わ
せ
て
工
事
計
画

を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

農
村
公
園
は
、
利
用
人
数
が

少
な
い
か
ら
と
言
っ
て
機
械
的

に
廃
止
や
縮
小
、
再
編
を
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
高

齢
者
の
健
康
づ
く
り
の
目
的
な

ど
考
慮
し
、
早
急
に
地
域
振
興

会
な
ど
と
将
来
の
農
村
公
園
の

あ
り
方
に
つ
い
て
協
議
す
る
機

会
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。

　

各
公
園
の
役
割
を
明
確
に

し
、
目
的
な
ど
を
含
め
て
再
編

す
る
な
ど
取
り
組
み
を
進
め
る

べ
き
で
あ
る
。
新
し
く
ド
ッ
グ

ラ
ン
や
ド
ロ
ー
ン
等
の
活
用
も

考
え
て
ほ
し
い
。

　

人
口
減
少
、
高
齢
化
な
ど
の

理
由
で
地
域
振
興
会
や
町
内
会

な
ど
が
公
園
の
維
持
管
理
を
で

き
な
く
な
っ
た
場
合
、
町
が
将

来
的
に
維
持
管
理
す
る
こ
と
も

視
野
に
入
れ
考
え
を
ま
と
め
て

お
く
べ
き
で
あ
る
。

調
査
日
時

　

令
和
７
年
10
月
22
日

　

令
和
８
年
１
月
14
日

調
査
場
所　

　

標
茶
町
役
場
議
員
室

１
．
調
査
事
項

　

標
茶
町
立
病
院
の
現
状
と
課

題
に
つ
い
て

２
．
調
査
の
経
過

　

診
療
科
目
、病
床
数
の
推
移
、

医
師
、
看
護
師
、
職
員
等
に
つ

い
て
現
状
の
説
明
が
あ
っ
た
。

３
．
委
員
会
の
所
見

　

電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
の
導

入
は
、
効
率
化
が
期
待
で
き
る

の
と
人
件
費
の
削
減
が
可
能
と

な
る
の
で
、
遅
滞
な
く
進
め
る

こ
と
を
望
む
。

　

人
工
透
析
に
つ
い
て
は
医
療

衛
生
管
理
上
、
現
在
の
施
設
内

で
の
開
設
は
難
し
く
、
新
た
な

施
設
増
築
等
が
必
要
と
な
る
こ

と
か
ら
、
現
時
点
で
の
導
入
に

は
至
ら
な
い
と
判
断
し
た
。
今

後
は
患
者
動
向
を
注
視
し
つ
つ

継
続
案
件
と
し
た
い
。

　

町
の
人
口
に
見
合
っ
た
医
療

体
制
が
の
ぞ
ま
し
い
が
、
地
域

住
民
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
診
療

体
制
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　

患
者
が
支
払
う
入
院
費
や
治

療
費
は
診
療
報
酬
と
し
て
国
が

定
め
て
い
る
。
病
院
を
経
営
す

る
こ
と
に
あ
た
り
、
人
件
費
や

医
療
資
材
が
高
騰
し
て
い
る
の

に
、
今
回
見
直
さ
れ
た
２
～

３
％
程
度
の
診
療
報
酬
の
引
き

上
げ
で
は
赤
字
の
解
消
に
つ
な

が
ら
ず
、
公
立
病
院
の
経
営
は

よ
く
な
ら
な
い
。
町
理
事
者
は

公
立
病
院
の
実
情
に
合
っ
た
支

援
策
を
講
ず
る
よ
う
、
国
に
対

し
て
意
見
、
要
望
を
出
す
べ
き

で
は
な
い
か
。

　

病
院
建
物
の
老
朽
化
に
伴
う

雨
漏
り
が
あ
る
。
早
急
に
修
理

を
す
べ
き
で
あ
る
。

総
務
経
済
委
員
会

　
　
　

所
管
事
務
調
査
報
告
書

厚
生
文
教
委
員
会

　
　
　

所
管
事
務
調
査
報
告
書
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財政健全化調査委員会
　

財
政
健
全
化
調
査
特
別
委
員

会
は
、
議
長
を
除
く
11
名
で
構

成
さ
れ
、
令
和
７
年
３
月
13
日

の
設
置
以
来
令
和
８
年
３
月
３

日
ま
で
の
調
査
期
間
中
、
計
９

回
の
特
別
委
員
会
を
開
催
し
、

今
定
例
会
に
お
い
て
中
間
報
告

す
る
に
至
っ
た
。

　

町
民
生
活
に
関
わ
る
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
な
が
ら
、

将
来
世
代
に
過
度
な
負
担
を
残

さ
な
い
財
政
運
営
に
転
換
し
て

い
く
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
認

識
し
、「
⑴
事
業
評
価
に
関
す

る
こ
と
」、「
⑵
行
財
政
改
革
推

進
計
画
に
関
す
る
こ
と
」、「
⑶

財
政
の
主
要
課
題
に
関
す
る

こ
と
」、
の
３
項
目
を
調
査
対

象
と
し
た
。
町
が
行
っ
た
「
事

業
評
価
」
を
議
会
と
し
て
再
評

価
す
る
こ
と
で
既
に
策
定
さ
れ

て
い
る
行
財
政
改
革
推
進
計
画

を
、
全
町
民
が
痛
み
を
分
か
ち

合
う
に
足
る
価
値
を
持
た
せ
る

こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

調
査
項
目

⑴
行
財
政
改
革
推
進
計
画
に
つ

　

い
て

⑵
事
業
評
価
に
つ
い
て

⑶
財
政
の
主
要
課
題
に
つ
い
て

　

・
標
茶
町
立
病
院

　

・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や

　
　

す
ら
ぎ
園

　

・
標
茶
町
育
成
牧
場

ま
と
め

①
本
町
の
財
政
ひ
っ
迫
は
、
一

過
性
の
も
の
で
は
な
い
。
国
の

政
策
変
更（
三
位
一
体
の
改
革
）

後
、
長
年
に
亘
り
対
策
を
先
送

り
し
て
き
た
こ
と
で
累
積
し
た

「
構
造
的
な
課
題
」
の
側
面
が

あ
る
。
町
政
運
営
の
姿
勢
や
意

思
決
定
に
関
し
て
も
、
10
年
、

20
年
と
い
う
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ

ン
が
不
明
瞭
な
た
め
、
場
当
た

り
的
な
決
定
が
目
立
つ
。

②
町
民
が
求
め
る
行
政
サ
ー
ビ

ス
と
、
行
政
が
考
え
る
「
優
先

順
位
の
高
い
施
策
・
事
業
」
は

必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
こ
れ

ま
で
町
は
「
町
民
の
代
表
で
あ

る
議
会
へ
の
説
明
を
優
先
す

る
」
と
し
て
、
町
民
へ
の
説

明
機
会
を
設
け
て
こ
な
か
っ

た
。
議
会
に
対
す
る
説
明
も
形

式
的
で
、
調
査
や
熟
慮
の
暇
も

な
く
、
追
認
あ
り
き
の
姿
勢
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
議
会

も
財
政
ひ
っ
迫
の
折
で
あ
れ
ば

な
お
さ
ら
内
容
を
掘
り
下
げ
る

仕
組
み
を
創
り
、「
追
認
機
関
」

か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

③
町
は
、
事
業
を
起
こ
す
際
、

特
に
そ
れ
が
大
型
で
あ
る
場
合

は
、
以
後
の
財
政
運
営
に
与
え

る
影
響
が
当
然
大
き
い
の
で
、

年
度
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う

補
助
金
や
有
利
な
起
債
な
ど
を

財
源
対
策
と
セ
ッ
ト
で
進
め
て

き
た
と
説
明
し
て
お
り
、
町
の

財
政
運
営
が
自
転
車
操
業
で

あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
循
環
が
、
近

年
の
物
価
や
人
件
費
の
高
騰
、

ま
た
人
手
不
足
に
よ
る
直
営
か

ら
委
託
へ
の
切
り
替
え
な
ど
に

よ
る
費
用
の
増
加
に
よ
っ
て
崩

れ
た
こ
と
が
財
政
ひ
っ
迫
の
主

た
る
原
因
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
感
覚
こ
そ
が

財
政
ひ
っ
迫
を
招
い
た
原
因
と

い
え
る
。
そ
れ
は
、
基
幹
産
業

の
経
営
環
境
を
左
右
す
る
国
内

外
の
情
勢
、
物
価
高
騰
も
労
働

力
不
足
も
人
件
費
高
騰
も
何
ひ

と
つ
肯
定
的
な
要
素
が
な
い
こ

の
５
年
間
の
状
況
を
、
山
積
す

る
課
題
を
集
中
的
に
解
決
す
る

局
面
で
あ
る
と
し
て
積
極
的
な

財
政
出
動
を
推
し
進
め
た
町
と

議
会
の
判
断
は
誤
り
で
、
と
も

に
猛
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

所
定
の
調
査
は
、
一
旦
終
了

し
た
が
、
実
行
計
画
こ
そ
が
財

政
健
全
化
の
鍵
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
今
回
の
報
告
を
「
中
間
報

告
」
と
し
、
こ
れ
か
ら
も
常
任

委
員
会
や
予
算
・
決
算
審
査
等

を
通
じ
て
、
行
財
政
改
革
の
進

捗
と
そ
の
影
響
を
丁
寧
に
検
証

し
、
町
民
に
と
っ
て
納
得
感
の

あ
る
財
政
運
営
が
行
わ
れ
る
よ

う
引
き
続
き
調
査
を
進
め
る
こ

と
と
し
た
。

　

町
の
主
役
は
「
町
民
」
で
あ

る
。
行
財
政
改
革
の
主
役
も
痛

み
を
感
じ
る
の
も
ま
た
町
民
で

あ
る
。
一
日
も
早
く
現
状
を
町

民
に
説
明
し
、
理
解
を
得
た
中

で
改
革
が
実
行
さ
れ
る
よ
う
切

に
願
う
。

標
茶
町
財
政
健
全
化
調
査
特
別
委
員
会

所
管
事
務
調
査　

中
間
報
告
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次
の
２
件
の
意
見
書
案
が
提

出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
賛
成
多
数

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
意
見
書

は
議
長
名
で
国
、
道
の
関
係
機

関
へ
送
ら
れ
ま
し
た
。

◆
意
見
書
第
１
号

高
額
療
養
費
制
度
の
負
担
上
限

額
引
き
上
げ
の
撤
回
を
求
め
る

意
見
書

　

わ
が
国
の
社
会
保
障
制
度
に

お
い
て
、高
額
療
養
費
制
度
は
、

重
篤
な
疾
患
や
長
期
療
養
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
患
者
が
、
安
心

し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
た
め

の「
命
綱
」で
あ
り
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
の
根
幹
を
な
す
も
の
で

す
。
今
後
、
限
度
額
の
引
き
上

げ
と
、
す
べ
て
の
所
得
区
分
で

大
幅
な
負
担
増
が
計
画
さ
れ
て

い
ま
す
。
誰
も
が
必
要
な
時
に

安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る

社
会
を
維
持
す
る
た
め
、
負
担

上
限
額
引
き
上
げ
の
中
止
を
求

め
る
も
の
で
す
。

意
見
書
案
第
２
号

非
核
三
原
則
の
堅
持
と
法
制
化

を
求
め
る
意
見
書

　

核
兵
器
が
使
用
さ
れ
な
い
た

め
に
は
憲
法
の
平
和
理
念
と
と

も
に
非
核
三
原
則
を
堅
持
し
、

我
が
国
が
核
廃
絶
の
主
導
者
と

し
て
核
兵
器
の
な
い
世
界
の
実

現
の
た
め
に
一
層
の
取
り
組
み

を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠

で
す
。
政
府
に
お
い
て
非
核
三

原
則
を
国
是
と
し
て
厳
守
す
る

と
と
も
に
法
制
化
を
求
め
る
も

の
で
す
。		



賛否一覧・意見書

意意

見見

書書

◆ ◆ ◆ ◆  令和８年  第１回定例会賛否一覧 ◆ ◆ ◆ ◆

※これ以外の議案等は全員一致です。

陳情第１号
磯分内プールの存続を求める陳情

議案第６号
特別職の職員の給与に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

議案第 19 号
令和８年度標茶町一般会計予算

議案第 20 号
令和８年度標茶町国民健康保険事業
事業勘定特別会計予算

議案第 21 号
令和８年度標茶町介護保険事業特別
会計予算

意見書第１号
高額療養費制度の負担上限額引き上
げの撤回を求める意見書

意見書案第２号
非核三原則の堅持と法制化を求める
意見書

議　員　名

議案等の内容

結　
　
　

果

不採択
（議長採決）

原案否決

原案可決

原案可決

原案可決

○ 賛成　× 反対　退 退席　欠 欠席　（議長は、可否同数以外の採決には加わりません。）

◯ ○ × ○ × × 　 × × ◯ ◯

○ ○ ◯ ○ ◯ ◯ ○ × × 　 ○

× × ○ × ◯ 　 × ◯ ◯ 　 ×

◯ ○ ◯ ○ ◯ 　 ◯ ◯ ◯ 　 ◯

◯ ○ ◯ ○ ◯ 　 ◯ ◯ ◯ 　 ◯

◯ ○ ◯ ○ ◯ × ○ × × 　 ◯

◯ ○ ◯ ○ ◯ × ○ × × 　 ◯

菊
地　

誠
道

類
瀨　

光
信

渡
邊　

定
之

松
下　

哲
也

長
尾　

式
宮

黒
沼　

俊
幸

齊
藤　

昇
一

鴻
池　

智
子

鈴
木　

裕
美

本
多　

耕
平

櫻
井　

一
隆

深
見　
　

迪

原案可決

原案可決

欠

欠

欠

欠

欠

欠

欠

退

退

退
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一
月
十
四
日

一
月
二
十
一
日

一
月
二
十
一
日

一
月
二
十
九
日

一
月
二
十
九
日

一
月
二
十
九
日

一
月
二
十
九
日

一
月
二
十
九
日

二
月
十
二
日

二
月
十
六
日

二
月
十
七
日

二
月
十
七
日

二
月
二
十
日

二
月
二
十
日

二
月
二
十
六
日

三
月
三
日

三
月
三
日

三
月
六
日

　
　

〜
十
二
日

三
月
六
日

三
月
九
日

三
月
九
日

三
月
九
日

三
月
十
日

三
月
十
一
日

三
月
十
二
日

三
月
十
八
日

三
月
十
八
日

三
月
二
十
三
日

三
月
二
十
三
日

三
月
二
十
四
日

三
月
三
十
一
日

四
月
十
四
日

厚
生
文
教
委
員
会
所
管
事
務
調
査

総
務
経
済
委
員
会
所
管
事
務
調
査

議
会
運
営
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

第
１
回
臨
時
会

厚
生
文
教
委
員
会

全
員
協
議
会

標
茶
町
財
政
健
全
化
調
査
特
別
委
員
会

厚
生
文
教
委
員
会
所
管
事
務
調
査

総
務
経
済
委
員
会
所
管
事
務
調
査

衛
生
処
理
組
合
議
会
第
１
回
定
例
会

釧
路
町
村
議
会
議
長
会
２
月
定
例
会

全
員
協
議
会

標
茶
町
財
政
健
全
化
調
査
特
別
委
員
会

消
防
事
務
組
合
議
会
第
１
回
定
例
会

標
茶
町
財
政
健
全
化
調
査
特
別
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

第
１
回
定
例
会

議
会
運
営
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

厚
生
文
教
委
員
会

総
務
経
済
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

広
報
委
員
会

全
員
協
議
会

議
会
運
営
委
員

第
２
回
臨
時
会

広
報
委
員
会

公
立
大
学
事
務
組
合
第
１
回
定
例
会

広
報
委
員
会

広
報
委
員
会

　

令
和
８
年
度
第
１
回
定
例
会
は
３
月
６

日
か
ら
12
日
ま
で
の
７
日
間
の
日
程
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

衆
議
院
選
挙
や
イ
ス
ラ
エ
ル・ア
メ
リ
カ
に

よ
る
イ
ラ
ン
攻
撃
な
ど
国
内
外
の
情
勢
が

日
に
日
に
変
化
し
て
い
る
情
勢
下
で
、本
町

に
お
い
て
も
財
政
の
厳
し
さ
が
表
面
化
し

て
い
ま
す
。

　

議
会
は
財
政
が
ひ
っ
迫
す
る
中
で
も
自

律
的
か
つ
継
続
的
な
行
政
の
運
営
を
推
進

し
、「
地
方
分
権
時
代
」に
ふ
さ
わ
し
い
持

続
可
能
な
行
政
運
営
に
よ
る
高
い
サ
ー
ビ
ス

の
実
現
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

。議
会
は
そ
の
目
的
達
成
に
資
す
る
た
め
、

過
去
に
実
施
し
た
事
業
や
施
策
の
効
果
・

成
果
を
検
証
し
、今
後
、必
要
と
さ
れ
る
経

営
型
・
減
量
型
の
財
政
健
全
化
施
策
に
反

映
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

　

今
回
、９
名
の
議
員
か
ら
一
般
質
問
が
あ

り
、質
問
の
内
容
は
紙
面
に
お
い
て
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
が
、多
く
の
議
員
は
標
茶
町
行

財
政
改
革
推
進
計
画
に
基
づ
く
施
策
の
議

論
で
あ
り
、こ
れ
か
ら
の
本
町
の
あ
る
べ
き

姿
を
論
じ
る
議
会
で
あ
り
ま
し
た
。

理
事
者
及
び
議
会
側
も
今
回
の
議
論
が

町
づ
く
り
の一助
と
な
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。

　
　
　
　

  　
（
文
責　

本
多　

耕
平
）

議会：東日本大震災・３月11日２時46分黙とう議会：東日本大震災・３月11日２時46分黙とう議会：東日本大震災・３月11日２時46分黙とう


